
内
閣
衆
質
一
五
六
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五
七
号

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
地
下
駅
に
お
け
る
火
災
対
策
設
備
の
現
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

五

七

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
地
下
駅
に
お
け
る
火
災
対
策
設
備
の
現
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
国
土
交
通
省
の
調
査
（
「
地
下
駅
に
お
け
る
火
災
対
策
設
備
の
現
況
に
つ
い
て
」
。
以
下
「
本
件
調
査
」
と
い

う
。
）
に
よ
っ
て
現
在
の
火
災
対
策
基
準
（
「
地
下
鉄
道
の
火
災
対
策
の
基
準
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
年
一
月
三
十
日
付

け
鉄
総
第
四
十
九
号
の
二
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
通
達
）
及
び
「
地
下
鉄
道
の
火
災
対
策
の
基
準
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
昭

和
五
十
年
二
月
十
四
日
付
け
鉄
土
第
九
号
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
民
営
鉄
道
部
土
木
電
気
課
長
通
達
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
一
部
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
地
下
駅
の
火
災
対
策
設
備
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
各
鉄
軌
道
事
業
者
に

お
い
て
そ
の
方
法
及
び
時
期
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、そ
れ
ら
を
地
下
駅
ご
と
に
明
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

右
に
述
べ
た
火
災
対
策
設
備
の
整
備
に
つ
い
て
の
責
任
者
は
、
各
鉄
軌
道
事
業
者
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
地
下
駅
ご
と

で
は
な
く
、
鉄
軌
道
事
業
者
ご
と
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
役
職
名
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
今
回
の
韓
国
の
地
下
鉄
火
災
事
故
に
か
ん
が
み
、
地
下
駅
の
火
災
対
策
の
一
層
の
充
実
を
図

一



る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
旨
を
地
下
駅
を
有
す
る
す
べ
て
の
鉄
軌
道
事
業
者
に
指
導
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
本
件
調
査
に
よ
っ
て
現
在
の
火
災
対
策
基
準
に
一
部
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
地
下
駅
を
有
す
る
鉄
軌
道
事

業
者
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
適
宜
、
そ
の
火
災
対
策
設
備
の
整
備
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
地
下
駅
の
安
全
性
基
準
」
と
は
、
火
災
対
策
基
準
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
国
土
交
通
省
に
お

い
て
、
地
下
鉄
道
の
火
災
対
策
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
の
火
災
対
策
基
準
に
つ
い
て

も
、
こ
の
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
適
切
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

地
下
駅
の
火
災
対
策
基
準
へ
の
適
合
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
施
設
の
工
事
施
行
認
可
及
び
鉄
道
施
設
の
変
更
認
可
並
び
に
工

事
完
成
検
査
の
際
に
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
工
事
完
成
検
査
に
合
格
し
て
い
な
い
地
下
駅
を
使
用
さ
せ
る
等
の
行

為
を
し
た
者
に
は
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
得
る
。
な
お
、
現
在
の
火
災
対
策
基
準
に
一
部
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た

地
下
駅
の
火
災
対
策
設
備
に
つ
い
て
は
、
工
事
施
行
認
可
等
の
時
点
で
は
、
火
災
対
策
基
準
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
、

又
は
当
時
の
火
災
対
策
基
準
に
適
合
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二



三
に
つ
い
て

本
件
調
査
に
よ
っ
て
、
今
般
す
べ
て
の
地
下
駅
に
つ
い
て
現
在
の
火
災
対
策
基
準
へ
の
適
合
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
本
件
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
現
在
の
火
災
対
策
基
準
に
一
部
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
地
下
駅
の
火
災
対
策
設
備
の
整
備
の
状
況
を
適
宜
、
把
握
し
、
公
表
し
て
い
き
た
い
。

三



四



五


